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寄付・寄贈寄付・寄贈
☆当別町ふるさと納税へ５月納入分　　
　計 3,117 人から 4,748 万円ご寄付いただきま
した。ご寄付いただいた方の氏名等は町ホームペー
ジに掲載しています。
☆当別町企業版ふるさと納税へ
　「総合戦略を進めるデジタル基盤構築プロジェク
トに対する寄付として」
▼株式会社廣建　１千万円
　「子育て世帯応援プロジェクトに対する寄付として」
▼株式会社アドプラネット　10 万円
☆当別町社会福祉協議会へ
▼匿名の方より　402 円
▼並川 喜子さんより　50 万円

☎ 27 － 6600

　当別町産のブロッコリーやキュウリをお求めやす
い価格で販売します。
　また、当別高校の生徒が育てた亜麻の苗の販売も
します。
　　７月８日（土）、9 日（日）　９時～

ブロッコリーと夏野菜まつり

　当別高校園芸デザイン科の皆さんと“夏の寄せ植
え”体験会をカルチャーホールで開催します。ご自
身で作成した寄せ植えは持ち帰ることができます。
　先生や生徒さんのレクチャーのもと夏らしい花の
寄せ植えを楽しんでみませんか？
　体験をご希望の方は、事前に申込みください。
　　７月 12 日（水）　10 時 30 分～ 12 時

“ 夏の寄せ植え ” 体験会
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　おいしい惣菜をテイクアウト販売します。
日時  ７月８日（土）、７月９日（日）　10 時 30 分
～ 14 時　 場所  カルチャーホール　 出店  ・喫茶ここ・
レストラン Ari・ナマステ・DAN-LAN・野菜ソ
ムリエ認定レストラン そば切り高陣・田んだん・
新篠津村スゥイーツ ハルハル（初出店） 他  【特別限
定企画】 ８日「おかめや」の高級食パンを先着順で
販売、９日「どら焼き あんざい」のどら焼きを先
着順で販売　　　当別町商工会（☎ 23 － 2447）
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HOT コミュニケーション

　６月１日に、町内の園児が石狩浜で地引網を体験。
認定こども園おとぎのくに 31 人、認定こども園当別
夢の国幼稚園 40 人の園児が参加し「よいしょ、よい
しょ」と声を合わせて網を引き揚げました。生きた魚

石狩浜に響くかけ声

に触れる経験をし
てほしいという園
の思いに応えるよ
うに、子どもたち
は獲れた魚に手を
伸ばし、友達と見
せ合っていました。

大会を前に健闘を誓う

　中体連に向けた壮行会が６月９日に西当別中学校
の体育館で行われました。今回は全校生徒による開
催で、保護者の観覧も可能となりました。それぞれ
の競技の代表者が大会への意気込みを語り、卓球部

の部長は「これま
での成果を充分に
発揮し、悔いのな
い結果を残せるよ
う、全力で臨む」
と決意表明をしま
した。

　当別高校園芸デザイン科の２・３年生が育てた花・
野菜苗の販売会が、５月 19 日に当別高校園芸デザイ
ン科農場温室前で行われました。ベゴニアやマリー
ゴールドなどの花壇苗のほか、キュウリやトマトなど

生徒が育てた自慢の苗

の野菜苗を販売。
生徒は「育てるの
は大変だったが、
自分が育てた苗を
買ってくれて嬉し
い」と笑顔で話し
てくれました。

最高に健康な観光

　６月 18 日に「JR ヘルシーウォーキング 2023 
田園風景とスウェーデンヒルズの丘、ロイズタウ
ンウォーク」が開催され、628 人が参加しました。
ロイズタウン駅を出発し、スウェーデンヒルズや

太美の街中など
約 13km を歩き、
ゴール後には、当
別町の特産品があ
たるガラポン抽選
会を楽しみまし
た。
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■ イベント・お祭り等で露店を
　 出店される方へ

当別消防署からのお知らせ当別消防署からのお知らせ

　せっかくの楽しい時間が、ちょっとした気のゆる
みや不注意等で火災になる危険があります！以下の
ことに注意して、楽しい思い出を作りましょう！
①風が強いときは、花火はしないこと！
②花火は必ず大人と一緒に行うこと！
③花火遊びの時間と場所は、他の人の迷惑にならな
　いような時間、場所で行うこと！
④花火をする前、必ずバケツに水を入れて用意して
　おくこと！
⑤花火は燃えるものが近くにない広い場所で行うこ
　と！
⑥花火は人に向けないこと！
⑦花火の火が消えたら、必ず水を入れたバケツの中
　に入れること！
⑧すべて終わったら、バケツの中の花火の火が消え
　ていることを確認し、ゴミ袋に入れてゴミの日に
　捨てること！（基本的に大人が行うようにしてく
　ださい）

　縁日、花火大会、展示会等の多数の人が集合する
イベントで、ガスコンロ・発電機等の対象火気器具
を使用する場合は、火災予防条例により消火器の設
置と消防署への届出が義務付けられています。

■ 義務化の内容
〇対象火気器具等を使用する場合は、露店ごとに業
　務用消火器の準備をしましょう！
※複数の露店等で共同して備えることもできます。
　詳細は消防署まで問合せください。
〇届出書の種類（届出書は消防署にあります。また、
　右下にある QR コードからもダウンロードがで
　きます。）
・露店等の開設届出書
・露店等の略図（消火器の配置図を含む）
・消火器の写真（設計標準使用期限が撮影されてい
　ること）
※多数の露店が開設される場合は、個々の露店主が
　個別に消防機関へ提出を行うのではなく、露店等
　の開設を統括する者が取りまとめて提出してくだ
　さい。

■ 花火を安全に楽しむために

▼問合せ　当別消防署予防課予防係
（☎ 23 － 2537）

当別消防署 HP
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